
①広域避難の流れ②避難行動

　本計画は、ＰＡＺ（原子力発電所から概ね５km圏内）に全域が含まれる東海
村の迅速な避難のために、東海村地域防災計画に基づき定めるものであり、
緊急事態における原子力施設周辺の村民等に対する放射線の影響を最小限
に抑えるための防護措置を確実なものにすることを目的としています。
　また、村は自然災害対応を基本として災害対策本部の体制を構築し、被災
者を支援するとともに、国が定めた原子力災害対策指針に基づき、必要に応
じて原子力災害独自の対応を追加します。
　さらに、防災訓練等を通じて本計画の不断の見直しを行い、継続的な改定
に努めます。

（１） ＥＡＬ（緊急時活動レベル）に基づき、確定的影響を回避
（２） ＰＡＺはＵＰＺよりも先行して避難し、放射性物質放出前の避難完了を目標
（３） 避難先及び避難経路をあらかじめ明示
（４） コミュニティを維持するために、同一地区の村民の避難先は同一地区に

確保
（５） 自家用車、バス、福祉車両、自衛隊車両等による避難行動要支援者等の

安全かつ迅速な避難
（６） 自家用車による村民の避難を基本（その他鉄道、フェリー等避難方法を

検討）
（７） 道路、橋梁、線路、岸壁等に障害が発生し正常な避難ができないことを想定
（８） 中長期的な避難生活の維持のために行政と村民の役割分担を明示
（９） 安否不明者がいる場合には可能な限り継続して安否調査
（10）避難拒否者（残留希望者、避難不可者等）がいる場合には可能な限り動向

を把握
（11）村民への情報伝達、迅速な防護措置の実施、段階的避難、避難行動要支

援者への配慮を重視

③緊急事態区分④一時集合場所等

Tokai village

東海村 村民生活部 防災原子力安全課
茨城県那珂郡東海村東海3－7－1
TEL.029－282－1711（代表）

発行

東海村
広域避難計画
ガイドブック

目的1 基本的な考え方2

広域避難の流れ3

　村は、原子力災害時には、国の指示または独自の判断で避難の準備を行うことになって
います。
　要配慮者が避難する際には、避難に伴うリスクを軽減するために十分な準備が必要であ
ることから、受入先や避難手段の確保等の避難準備を早い段階から行い、迅速な避難に
努めます。
　一方で、放射性物質の放出のおそれがある場合や、避難することで健康リスクが高まる
場合等は、状況に応じて屋内退避と組み合わせて対応することになります。

（１）村民
●自宅（職場）
自家用車による避難を原則とする。→  避難所マップ
自家用車を持たない、または利用できない村民は、小学校区単位で設けた一時集合
場所（コミセン等）に集合し、村が用意するバス等で避難する。→  ④一時集合場所等

●児童生徒等
学校から、村が用意するバスで避難する。→  ④一時集合場所等

（２）要配慮者
●社会福祉施設入所者
施設の管理者は、あらかじめ定めた社会福祉施設等へ入所者を避難させる。
受入や移送手段の準備に時間を要する場合には、放射性物質が入りにくい措置を
行った施設等に一時的に屋内退避する。

●病院等入院患者
施設の管理者は、あらかじめ定めた病院等へ入院患者を避難させる。
受入や移送手段の準備に時間を要する場合には、放射性物質が入りにくい措置を
行った施設等に一時的に屋内退避する。

●在宅の避難行動要支援者
安心サポーターが一時集合場所に搬送する。その後、村が用意するバス等で避難す
る。→  ④一時集合場所等
すぐに避難することが困難な場合には、放射性物質が入りにくい措置を行った施設
等に一時的に屋内退避する。

●乳幼児
安定ヨウ素剤を服用できない３歳未満の乳幼児は、保護者同伴で先行して避難す
る。避難方法は自家用車または村が用意するバスとする。→  ④一時集合場所等
保育所等で保護者がいない場合には、保育士等が付き添って避難する。

●外国人
村は適切に翻訳した情報を、テレビ、ラジオ、ホームページ等から発信するので、情
報を基に、村民と同様に避難する。→  ④一時集合場所等
不明な点については、村が設置する外国人総合相談窓口で相談する。

　　  →  ⑤広報体制・安定ヨウ素剤・避難退域時検査等
●一時滞在者
帰宅勧告に従い帰宅する。
帰宅できない場合は、村民と同様に、最寄の一時集合場所から村の用意するバスに
乗って避難する。→  ④一時集合場所等

●避難にあたっては、村、県、国等からの情報に注意し、落ち着いて行動してください。
　→  ⑤広報体制・安定ヨウ素剤・避難退域時検査等
●村からの指示があった場合には安定ヨウ素剤を服用してください。
　→  ⑤広報体制・安定ヨウ素剤・避難退域時検査等
●避難時には自宅の玄関に避難済みであることを示す張り紙をしてください。
●避難することが困難で、支援を必要とする方は、支援が必要であることを示す目印を玄
関に示してください。
●避難時は電気器具のコンセントを抜き、ガスの元栓などを閉めましょう。
●窓やドアの鍵をかけましょう。
●隣近所に声をかけ、助け合いながら避難しましょう。
●持ち物は最小限にし、貴重品・薬などを忘れないようにしましょう。→  避難所マップ

避難行動1

避難時における注意事項2

村は避難先自治体と調整の上、以下の代替施設へ村役場の機能を移転します。

このパンフレットは、原子力広報・調査等交付金により作成したものです。　　　　　発行：平成28年3月

東海村役場の移転（候補先）

⑤広報体制・安定ヨウ素剤・避難退域時検査等

（１）服用の指示
①施設敷地緊急事態の時点において、安定ヨウ素剤が事前に配布された村民は、安定ヨウ素剤
を手元に置いてください。
②安定ヨウ素剤の服用不適切者、３歳未満の乳幼児、乳幼児に同伴する保護者、丸剤の服用が困
難な方等は安定ヨウ素剤の服用をせず、避難を開始します。その際、事前配布された安定ヨウ
素剤があれば携帯して避難してください。
③村は全面緊急事態に至った時点で、原子力規制委員会の判断に基づき、または独自の判断に
より、直ちに安定ヨウ素剤の服用を指示します。
④３歳未満の乳幼児や丸剤の服用が困難な方で避難が遅れている場合には、薬剤師等が粉末剤
から液状の安定ヨウ素剤を調製して服用させることになります。
⑤安定ヨウ素剤を効果的に利用するためには、服用のタイミングが重要であるため、村民は独自
の判断による服用は避け、村、国及び県の指示により服用してください。

⑥施設敷地緊急事態要避難者は先行して避難しますが、避難の際には事前に配布された安定ヨ
ウ素剤を携帯してください。

（２）緊急時における配布
①事前配布した安定ヨウ素剤を紛失した時や、外出中で安定ヨウ素剤を備蓄している施設が近
隣にないなど、身近に安定ヨウ素剤がない場合は避難を優先してください。なお可能であれ
ば避難の際に村及び県から追加配布される安定ヨウ素剤を服用し避難してください。

②緊急時の配布場所は保健センターです。

（１）検査の目的等
①避難退域時検査は、避難者自身や周囲の方及び環境に対して影響を及ぼすほどの放射性物
質の付着（汚染）がないことを確認するために行うものです。
②県は、国、指定公共機関、原子力事業者等と連携協力し、国が定める手順に従い住民等の避
難退域時検査及び除染を行います。
③避難退域時検査の対象は、避難指示を受けた住民（ただし、放射性物質が事業所外に放出さ
れる前に避難退域時検査実施場所を通過する住民を除く。）及びその携行物品等です。

（２）実施場所の選定等
①避難退域時検査実施場所は、避難指示を受けた住民が避難所まで移動する経路に面する原
子力災害対策重点区域の境界周辺を基本とします。
②避難退域時検査は、避難退域時検査実施場所を通過する車両の台数やモニタリングデータ
等を踏まえ効率的に行います。

安定ヨウ素剤の配布・服用 1

　万が一、原子力施設で事故が起こった場合は、村や県は、防災行政無線、広報車、ラジオ、テレビな
どを使って情報を速やかにお知らせします。これらの情報をもとに、落ち着いて行動してください。

まず正確な情報を入手しましょう！

避難退域時検査の実施 2

広報体制

安定ヨウ素剤の配布・服用及び避難退域時検査

※一般的なケースを想定
※放射性物質の放出状況により避難退域時検査を実施→  ⑤広報体制・安定ヨウ素剤・避難退域時検査等

※一般的なケースを想定
※放射性物質の放出状況により避難退域時検査を実施→  ⑤広報体制・安定ヨウ素剤・避難退域時検査等
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●避難先の市の職員が、３０の行政区ごとに基幹避難所を開設します。
●避難所の運営や避難者の確認については、自治会単位で皆様の御協力をお願いします。
●避難所に避難しない方は、東海村に避難状況を報告してください。
　→  裏表紙わが家の防災メモ・緊急時の連絡先

避難先での行動3

（１）情報の収集
　村は国、県と連携し、東海第二発電所の事故の状況、避難・屋内退避指示情報等が正確に伝わ
るよう、報道機関、語学ボランティア等の協力を得て、ラジオ、テレビ、ホームページ等を活用し、
適切に情報提供を行いますので、情報を収集してください。

外国人の対応
（2）相談窓口の利用

　外国人からの問い合わせ等に対応するため、相談窓口を設置しますのでご利用ください。
　　公益財団法人　茨城県国際交流協会　外国人相談センター
　　電話 029-244-3811　E-mail  iia@ia-ibaraki.or.jp
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緊急事態区分事態（事象）の具体例
実施する事項

避難行動
要支援者※村民

警戒事態
ＥＡＬ１

①原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止
信号が発信された原因を特定できないこと。

②原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと。
③原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失すること。
④原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪

失すること。
⑤全ての非常用交流母線からの電気の供給が１系統のみとなった場合で当該母線への電気の供給が１つの電源のみとなり、その状態が１５分以上継

続すること、又は外部電源喪失が３時間以上継続すること。
⑥原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下すること。
⑦使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。
⑧原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。
⑨原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。
⑩重要区域において、火災又は溢水が発生し、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関す

る命令（平成２４年文部科学省・経済産業省令第４号）第２条第２項第８号に規定する安全上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」とい
う。）の機能の一部が喪失するおそれがあること。

⑪燃料被覆管障壁もしくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁もしくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。
⑫県内において、震度６弱以上の地震が発生した場合。
⑬県内において、大津波警報が発令された場合。
⑭オンサイト統括補佐が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。
⑮当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。
⑯その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の

設置が必要と判断した場合。

避難準備－

施設敷地
緊急事態
ＥＡＬ２

①原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。
②原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用の炉心冷却装置（当該原子炉へ高圧で注水する系に限

る。）による注水ができないこと。
③原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する全ての機能が喪

失すること。
④全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分以上（原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第５号）第５７条第１項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技
術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号）第７２条第１項の基準に適合しない場合には、５分以上）継続すること。

⑤非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が５分以上継続すること。
⑥原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水する系に限る。）が作動する水位まで低下すること。
⑦使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定で

きないこと。
⑧原子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉

制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
⑨原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。
⑩火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。
⑪原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。
⑫原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。）の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を

使用すること。
⑬燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失

するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失
すること。

⑭原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１０条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が
検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。

⑮その他原子炉施設以外に起因する事業が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又
は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象
が発生すること。

避難避難
準備

全面緊急事態
ＥＡＬ３

①原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止することができないこと又は停止したことを確認することができない
こと。

②原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用の炉心冷却装置による
当該原子炉への注水ができないこと。

③原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用の炉心冷却装置による当該原子炉への注水ができない
こと。

④原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。
⑤原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する全ての機能が喪

失したときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。
⑥全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上（原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則第５７条第１項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第７２条第１項の基準に
適合しない場合には、３０分以上）継続すること。

⑦全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が５分以上継続すること。
⑧炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。
⑨原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水する系に限る。）が作動する水位まで低下し、当該非

常用炉心冷却装置が作動しないこと。
⑩使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場

合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
⑪原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること又は原

子炉施設に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報
装置の全ての機能が喪失すること。

⑫燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。
⑬原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１５条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射

性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。
⑭その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又

は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。

避難

※避難行動要支援者…要配慮者（社会福祉施設入所者、病院入院患者、高齢者、障がい者、乳幼児、外国人等）の中で、災害が発生した時に自ら避難することが困難で、円滑に避難
するために特に支援を必要とする者

村民の状態広報手段主な広報内容留意点

警戒事態
（ＥＡＬ１）

施設敷地緊急事態要避難者避難準備中
（在宅／外出先／村内）

ラジオ
テレビ

ホームページ
Twitter

Facebook
（他の手段も検討中）

防災行政無線（サイレン）
防災ＦＡＸ
ＭＣＡ無線

緊急速報メール
防災情報ネットワークシステム

広報車
登録制メール（検討）

事故状況
環境影響予測○すぐにラジオ、テレビ、インターネット等で新しい、正確な

情報をつかみましょう。
○自分勝手な行動をとらず、次の情報が出るまで屋内で待

機しましょう。
○うわさ、デマにまどわされないようにしましょう。
○隣近所と情報の確認をしましょう。
○防災活動の妨げになるので、電話による問い合せはひか

えましょう。

確認すべき内容
1. いつ、どこの施設で、どんなことが起きたのか？
2. これからどんなことが予想されるのか？
3. 災害対策本部はどんな対策をしているのか？　など

施設敷地緊急事態
（ＥＡＬ２）

施設敷地緊急事態要避難者避難行動中
（屋外／村内外）

一般村民避難準備中（在宅／外出先／村内）

対応状況
避難所

全面緊急事態
（ＥＡＬ３）

一般村民避難行動開始（屋外／村内）
行動指針
注意事項 避難行動中（屋外／村外）

避難生活中（屋内／村外）

登録制メール（検討）
（他の手段も検討中）

状況の変化があった場合
①事故等の状況変化があった場合
②緊急時モニタリング結果が集約された場合
③放射性物質の放出等の状況変化があった場合　等

事故状況
環境影響予測

対応状況
避難所

注意事項

№地区名行政区名自然災害時の
基幹避難所等一時集合場所学校等

バス搭乗
想定人員

バス
必要台数自然災害時の

基幹避難所
座標

一時集合場所
座標 平日

昼間
休日
夜間

平日
昼間

休日
夜間

1

石神

外宿一石神コミセン石神コミセン22912253Ｂ−３Ｂ−３
2外宿二石神小学校石神小学校石神小学校・石神幼稚園48857102Ｂ−２Ｂ−２
3内宿一石神コミセン石神コミセンさちのみ認定子ども園601292136Ｂ−３Ｂ−３
4内宿二石神コミセン石神コミセン18510143Ｂ−３Ｂ−３
5竹瓦石神小学校石神小学校583521Ｂ−２Ｂ−２

6

村松

宿村松コミセン・
照沼小学校

村松コミセン・
照沼小学校とうかい村松宿こども園3179372Ｄ−５

Ｃ−６
Ｄ−５
Ｃ−６

7照沼照沼小学校照沼小学校照沼小学校2235152Ｃ−６Ｃ−６
8川根照沼小学校照沼小学校1005522Ｃ−６Ｃ−６
9原子力機構箕輪照沼小学校照沼小学校552821Ｃ−６Ｃ−６
10

白方

白方白方コミセン白方コミセン白方小学校1,525450319Ｃ−３Ｃ−３
11豊岡白方コミセン白方コミセン694121Ｃ−３Ｃ−３
12岡白方コミセン石神コミセン百塚保育所2555662Ｃ−３Ｂ−３
13百塚白方コミセン東海中学校471252106Ｃ−３Ｃ−４
14亀下白方コミセン石神コミセン1095632Ｃ−３Ｂ−３
15原子力機構百塚白方コミセン東海中学校5211Ｃ−３Ｃ−４
16豊白白方コミセン東海中学校1558342Ｃ−３Ｃ−４
17村松北白方コミセン東海中学校村松幼稚園487149103Ｃ−３Ｃ−４
18

真崎
真崎真崎コミセン真崎コミセン村松小学校1,073401229Ｃ−４Ｃ−４

19舟石川三真崎コミセン東海中学校東海中学校909120193Ｃ−４Ｃ−４
20原子力機構荒谷台真崎コミセン東海中学校442211Ｃ−４Ｃ−４
21

中丸

押延中丸コミセン中丸コミセンおおぞら保育園34310273Ｂ−５Ｂ−５

22須和間中丸コミセン中丸コミセン須和間幼稚園・
みぎわ幼稚園・みぎわ保育園626107133Ｂ−５Ｂ−５

23舟石川中丸中丸コミセン文化センター中丸小学校・東海南中学校・
東海高等学校・チューリップ保育園2,305211475Ｂ−５Ｂ−４

24原子力機構長堀中丸コミセン文化センター814121Ｂ−５Ｂ−４
25緑ヶ丘中丸コミセン中丸コミセン1749642Ｂ−５Ｂ−５
26南台中丸コミセン中丸コミセン37619984Ｂ−５Ｂ−５
27フローレスタ須和間中丸コミセン中丸コミセン1979842Ｂ−５Ｂ−５

28
舟石川・

船場

船場舟石川コミセン舟石川コミセンサンフラワーこどもの森保育園・
おーくす船場こども園554201125Ａ−４Ａ−４

29舟石川一舟石川コミセン舟石川コミセン舟石川小学校・舟石川幼稚園1,5534513210Ａ−４Ａ−４
30舟石川二舟石川コミセン舟石川コミセン舟石川保育所702321157Ａ−４Ａ−４

※一時集合場所は災害の種類や規模に応じて変わる場合があります。合計14,2654,289303103
※バス搭乗想定人員の算定根拠は以下のとおりです。
　平日昼間：児童生徒、避難行動要支援者、住民の２割　　　休日夜間：避難行動要支援者、住民の１割
※バスは1台あたり50人乗りとして計算

緊急事態の区分→  ③緊急事態区分

ＥＡＬ１※

・茨城県内で震度６弱以上の地震が発生
・茨城県内で大津波警報が発令など

ＥＡＬ２※

・全交流電源停止（５分以上継続）
・原子炉の制御に支障など

ＥＡＬ３※

・全電源停止（５分以上継続）
・原子炉を停止できないなど

村民
避難行動の準備を開始
→  避難所マップ

安定ヨウ素剤の服用→
  ⑤広報体制・安定ヨウ素剤・
  　避難退域時検査等

避難を開始→  ②避難行動

要
配
慮
者

社会福祉施設等入所者
病院等入院患者

社会福祉施設、病院等の管理者はあらかじめ定められた受入先の準備が整い次第避難を開始する。

在宅の避難行動要支援者
乳幼児
妊産婦

避難行動の準備を開始
→  避難所マップ

安定ヨウ素剤の服用→
 ⑤広報体制・安定ヨウ素剤・避難退域時検査等

避難を開始→  ②避難行動

外国人 村民と一緒に行動→ ②避難行動

一時滞在者（観光客等）
帰宅勧告→  ②避難行動

ただし、帰宅等が困難な場合は、最寄の一時集合場所から村民と一緒に行動

○避難にあたっては、村、県、国等からの情報に注意して行動してください。→  ⑤広報体制・安定ヨウ素剤・避難退域時検査等

○日頃から避難について家族間で話し合い、共通認識を持ちましょう。→  裏表紙わが家の防災メモ・緊急時の連絡先

○緊急時連絡先を確認しておきましょう。→  裏表紙わが家の防災メモ・緊急時の連絡先

※ E A L…緊急時活動レベル　緊急事態の区分を判断するための基準と国及び自治体が果たす役割を示している。

施設名 所在地 連絡先

 東海村役場

第１
候補

第２
候補

 東海村保健センター

第１
候補

第２
候補


